
令和３年 11 月２日 

  市民文教委員会

ＵＤ・男女共同参画課

第３次浜松市ユニバーサルデザイン計画の策定について（素案） 

１．目的

浜松市ユニバーサルデザイン計画は、浜松市ユニバーサルデザイン条例第７条に規定され、 

ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため策定

するもの。

２．経緯

第２次浜松市ユニバーサルデザイン計画の策定から 10 年、第２期推進計画の策定から５年が

経過し、令和３年度に計画期間が満了となるため。 

３．概要

 （１）第３次浜松市ユニバーサルデザイン計画（案）について

    基本計画：令和４年度～令和 13年度まで（10 年間） 

※別添参照 

（２）第３次浜松市ユニバーサルデザイン計画 第１期推進計画（案）について

第１期：令和４年度～令和８年度（５年間）

令和８年度見直し

第２期：令和９年度～令和 13 年度（５年間）

※別添参照 

４．策定スケジュール

 令和３年 11月～12 月  パブリック・コメントの実施（11 月 15 日～12 月 15 日） 

令和４年 １月  第４回浜松市ユニバーサルデザイン審議会（最終案報告） 

２月  庁議・市民文教委員会（最終案報告）

２月 パブリック・コメント実施結果の公表 

３月 策定完了

４月 施行


